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 くまごろうだより    

   

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が 22日に解除されました。緊急事態

宣言中も町中の人出はあまり変わらなかったように思いました。緊急事態宣言が解除され桜

も満開になり気候も暖かくなり気分も浮かれてしまいますが、コロナウイルスの感染者は日

ごとに増えているようです。感染防止に改めて気を引き締めていきたいと思います。 
 

 

  トピックス 
  

今年は 3年に一度の介護保険改定の年になっています。 

主だった改定の概要について次のようなことがあげられています。 

１，感染症や災害への対応力強化 

感染症や災害があった場合でも利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提

供される体制を構築。 

２，地域ケアシステムの推進 

住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要なサービスが切れ

目なく提供されるよう取組を推進 

３，自立支援・重度化防止の取組の推進 

制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、科学的に効果が裏

付けられた質の高いサービスの提供を推進 

４，介護人材の確保・介護現場の革新 

喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応 

５，制度の安定性・持続可能性の確保 

必要なサービスは維持しつつ、適正化・重点化を図る 

 

新型コロナウイルスの感染拡大や水害など自然災害の頻発で私たち

の生活もずいぶん変わってきました。 

様々な状況の中でも介護や支援の必要な方に切れ目なく介護や支援

の手が届くようなシステムを作っていくことが求められています。 

また介護、支援が思い込みではなく科学的な根拠を持って提供でき

るようになることが必要になってくるでしょう。 

具体的な仕事の中でどのように対応していくのか検討していく必要があると思いま

した。 
 

新入社員 3月 15日付   

練馬介護事業所に訪問介護員  

米山咲子 さん が入社されました  

         よろしくお願いします 
 

     

ヘルパーの皆様 いつも忙しい事務所スタッフを助けていただき 

ありがとうございます。ご協力に感謝します。 
 

引き続き、訪問介護ヘルパーさんを大募集しています 

ご紹介、大歓迎です 資格がない方もご相談ください 

         練馬事業所 ０３－５９３３－２１００ 

         杉並事業所 ０３－５３０５－０８８２ 


